
 

 

  

 

2019 年のスチュワードシップ活動の自己評価 

 

ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社は、「責任ある機関投資家」の諸原則≪日本版スチュワード

シップ・コード≫の趣旨に賛同し、投資先企業の持続的成長を促し、顧客・受益者の中長期的な投

資リターンの拡大を図るために、スチュワードシップ活動に取り組んでいます。当社の 2019 年(1-

12月)のスチュワードシップ活動に関するそれぞれの原則毎の自己評価は以下の通りです。 

 

原則

原則原則

原則 1.1.1.1. 
  

 機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たすための明確な方針を策定し、これを公表

機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たすための明確な方針を策定し、これを公表機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たすための明確な方針を策定し、これを公表

機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たすための明確な方針を策定し、これを公表

すべきである。

すべきである。すべきである。

すべきである。    

 

当社は日本版スチュワードシップ・コードの受け入れを 2014年に表明し、2017年 5月に改定され

た同コードの受け入れを表明しました。それぞれの行動方針は、当社のホームページにて公表して

います。また、当社 DWS グループでは、国連の責任投資原則(United Nations Principles for 

Responsible Investment (PRI))に 2008年に署名しています。2019年の PRI年次アセスメント

において、全ての分野で PRI 署名機関平均以上の評価を得ました。戦略＆ガバナンス分野のほ

か、エンゲージメントにおいても最高評価である A+の評価を得ました。（A+, A～Eの 6段階評価） 

当社は、投資先企業の継続的なモニタリング、議決権行使およびエンゲージメントを通じた投資先

企業との対話を通じて、スチュワードシップ責任を果たしていると評価しております。 

 

原則

原則原則

原則 2.2.2.2. 
  

 機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たす上で管

機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たす上で管機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たす上で管

機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たす上で管理すべき利益相反について、明

理すべき利益相反について、明理すべき利益相反について、明

理すべき利益相反について、明

確な方針を策定し、これを公表すべきである。

確な方針を策定し、これを公表すべきである。確な方針を策定し、これを公表すべきである。

確な方針を策定し、これを公表すべきである。    

 

当社は、利益相反の有無に十分留意するとともに顧客及び受益者の利益を第一に考え、行動して

おります。顧客・受益者の利益の確保や利益相反防止のために、議決権行使や対話に重要な影

響を及ぼす利益相反が生じ得る主な局面を特定のうえ、議決権行使に関する基本方針を定め公

表しています。また、議決権行使のガイドラインを予め設けるとともに、同ガイドラインに則さない議

決権行使については、運用リスクにかかる当社会議体に付議しています。 

また、上記の利益相反管理活動等を通じて、利益相反が問題として顕在化するような事態はなかっ

たことが確認されており、スチュワードシップ責任を果たす上での利益相反管理は適切になされて

いると評価しております。 

 

原則

原則原則

原則 3.3.3.3. 
  

 機関投資家は、投資先企業の持続的成長に向けてスチュワードシップ責任を適切に果た

機関投資家は、投資先企業の持続的成長に向けてスチュワードシップ責任を適切に果た機関投資家は、投資先企業の持続的成長に向けてスチュワードシップ責任を適切に果た

機関投資家は、投資先企業の持続的成長に向けてスチュワードシップ責任を適切に果た

すため、当該企業の状況を的確に把握すべきである。

すため、当該企業の状況を的確に把握すべきである。すため、当該企業の状況を的確に把握すべきである。

すため、当該企業の状況を的確に把握すべきである。    

当社は、グループのガバナンス専任部署であるコーポレート・ガバナンス・センターとともに、投資先

企業の持続的成長を促し、顧客・受益者の中長期的な投資リターンの拡大を図るために投資先企

業のモニタリング等を行っており、株式の保有が多い企業や改善が必要と判断した企業に対して、

同専任部署とともにエンゲージメントを行っています。 



 

 

  

従いまして、投資先企業の持続的成長に向けてスチュワードシップ責任を適切に果たすため、当

該企業の状況把握は的確になされていると評価しております。 

    

原則

原則原則

原則 4.4.4.4. 
  

 機関投資家は、投資先企業との建設的な「目的を持った対話」を通じて、投資先企業と認

機関投資家は、投資先企業との建設的な「目的を持った対話」を通じて、投資先企業と認機関投資家は、投資先企業との建設的な「目的を持った対話」を通じて、投資先企業と認

機関投資家は、投資先企業との建設的な「目的を持った対話」を通じて、投資先企業と認

識の共有を図るとともに、問題の改善に努めるべきである。

識の共有を図るとともに、問題の改善に努めるべきである。識の共有を図るとともに、問題の改善に努めるべきである。

識の共有を図るとともに、問題の改善に努めるべきである。    

投資先企業とのエンゲージメントにおいては、ESG リスク・管理が最も多い議題となり、続いて取締

役の選任、役員報酬となりました。気候変動は最も重要な ESG 問題であり、気候変動が企業のビ

ジネスモデルや競争力に与える影響を評価することは企業分析に不可欠なため、この分野におけ

る企業戦略と取締役会の責任について議論いたしました。これらの議論を通じて、当社は、投資先

企業との一定の認識共有および問題改善への理解獲得に努めていると評価しております。 

 

原則

原則原則

原則 5. 5. 5. 5. 機関投資家は、議決権の行使と行使結果の公表について明確な方針を持つとともに、議

機関投資家は、議決権の行使と行使結果の公表について明確な方針を持つとともに、議機関投資家は、議決権の行使と行使結果の公表について明確な方針を持つとともに、議

機関投資家は、議決権の行使と行使結果の公表について明確な方針を持つとともに、議

決権行使の方針については、単に形式

決権行使の方針については、単に形式決権行使の方針については、単に形式

決権行使の方針については、単に形式的な判断基準にとどまるのではなく、投資先企業の持続的

的な判断基準にとどまるのではなく、投資先企業の持続的的な判断基準にとどまるのではなく、投資先企業の持続的

的な判断基準にとどまるのではなく、投資先企業の持続的

成長に資するものとなるよう工夫すべきである。

成長に資するものとなるよう工夫すべきである。成長に資するものとなるよう工夫すべきである。

成長に資するものとなるよう工夫すべきである。    

当社は、議決権行使に関する基本方針やガイドラインの開示に加えて、2018 年より日本企業に限

らず全ての個別の投資先企業ならびに議案ごとの議決権行使結果をホームページ上で公表して

おります。また、議決権行使のガイドラインを形式的な基準にとどめず、必要に応じて個社・個別の

事情を踏まえて判断するなど投資先企業の持続的成長に資するものとなるように工夫に努めたもの

と評価しております。  

 

原則

原則原則

原則 6.6.6.6. 
  

 機関投資家は、議決権の行使

機関投資家は、議決権の行使機関投資家は、議決権の行使

機関投資家は、議決権の行使も含め、スチュワードシップ責任をどのように果たしているの

も含め、スチュワードシップ責任をどのように果たしているのも含め、スチュワードシップ責任をどのように果たしているの

も含め、スチュワードシップ責任をどのように果たしているの

かについて、原則として、顧客・受益者に対して定期的に報告を行うべきである。

かについて、原則として、顧客・受益者に対して定期的に報告を行うべきである。かについて、原則として、顧客・受益者に対して定期的に報告を行うべきである。

かについて、原則として、顧客・受益者に対して定期的に報告を行うべきである。    

議決権行使に関する基本方針やガイドラインに加えて、個別の投資先企業ならびに議案ごとの議

決権行使結果、および自己評価結果についてもホームページ上で公表しております。 

また、機関投資家やコンサルティング会社向けのスチュワードシップ活動報告を個別要望にもとづ

き実施しており、当社がスチュワードシップ責任をどのように果たしているかについて顧客・受益者

に対して適切な報告を行っているものと評価しております。 

 

原則

原則原則

原則 7.7.7.7. 
  

 機関投資家は、投資先企業の持続的成長に資するよう、投資先企業やその事業環境等

機関投資家は、投資先企業の持続的成長に資するよう、投資先企業やその事業環境等機関投資家は、投資先企業の持続的成長に資するよう、投資先企業やその事業環境等

機関投資家は、投資先企業の持続的成長に資するよう、投資先企業やその事業環境等

に関する深い理解に基づき、当該企業との対話やスチュワードシップ活動に伴う判断を適切に行う

に関する深い理解に基づき、当該企業との対話やスチュワードシップ活動に伴う判断を適切に行うに関する深い理解に基づき、当該企業との対話やスチュワードシップ活動に伴う判断を適切に行う

に関する深い理解に基づき、当該企業との対話やスチュワードシップ活動に伴う判断を適切に行う

ための実力を備えるべきである。

ための実力を備えるべきである。ための実力を備えるべきである。

ための実力を備えるべきである。    

2018 年より、スチュワードシップ活動等の改善に向けて、当社はグループのガバナンス専任部署

であるコーポレート・ガバナンス・センターとともにエンゲージメントを行っております。また、コーポレ

ート･ガバナンス・センターにおいて人員拡充等の体制強化により議決権行使、エンゲージメントへ

の対応能力の持続的向上に努めていると評価しております（詳細は、Corporate Governance –

Proxy Voting and engagement report 2019をご参照ください）。 

 


